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「
高
島
市
財
政
再
建
計
画

(

素
案)

」
の
行
財
政
改

革
に
つ
い
て
伺
う

問Ⅰ
組
織
・
機
構
の
簡
素

合
理
化
の
徹
底
を
図
る
べ

き
。

①
特
に
69
課
の
3
割
統
廃

合
を
提
案
し
、
従
来
の
年

功
的
人
事
か
ら
、
や
る
気

の
あ
る
若
手
職
員
を
登
用

す
る
能
力
主
義
人
事
へ
の

早
期
切
替
を
。

Ⅱ
人
件
費
の
合
理
化
の
徹

底
を
図
る
べ
き
。

①
議
員
定
数
も
含
め
た
人

件
費
3
割
削
減
5
年
計
画

の
必
達
案
を
強
く
提
案
す

る
。

Ⅲ
事
務
事
業
の
徹
底
見
直

し
を
図
る
べ
き
。

①
各
仕
事
に
つ
い
て
、
行

政
と
し
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
業
務
か
否
か
。又
、

正
職
員
で
な
い
と
で
き
な

い
仕
事
な
の
か
否
か
。

②
「
事
務
事
業
見
直
し
検

討
委
員
会
」
の
設
置
を
。

Ⅳ
人
事
管
理
と
人
材
育
成

に
つ
い
て
。

①
「
職
員
の
市
内
民
間

企
業
へ
の
研
修
と
人
事
交

流
」
を
。

②「
一
所
属
一
改
善
運
動
」

の
実
施
を
。

Ⅴ
民
間
委
託
の
推
進
と

「
市
場
化
テ
ス
ト
法
」
に

対
す
る
市
の
考
え
方
に
つ

い
て
。

答　
市
長　

　
「
高
島
市
の
行
財
政
改

革
」
に
つ
き
ま
し
て
、
ご

指
摘
の
人
件
費
3
割
削
減

問
題
で
あ
り
ま
す
が
、
10

年
計
画
を
5
年
で
と
は
申

し
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
が
、
で
き
る
だ
け
早

く
達
成
し
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
人
事

管
理
に
つ
き
ま
し
て
は
、

職
員
と
個
別
具
体
的
な

面
談
が
必
要
で
あ
り
ま
す

し
、
客
観
的
に
評
価
が
で

き
る
制
度
の
導
入
も
必
要

と
考
え
ま
す
。
一
方
、
人

事
評
価
シ
ス
テ
ム
に
つ
き

ま
し
て
は
、
構
築
に
向
け

研
究
・
研
修
を
行
っ
て
ま

い
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

（
紙
面
の
都
合
上
、
他
の
質
問

の
答
弁
に
つ
い
て
は
割
愛
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。）

環
の
郷
計
画
の
産
業
活

性
化
策
と
、
地
元
企
業

へ
の
支
援
策
は
？

問⑴
①
高
島
営
業
本
部
の
事

業
計
画
と
具
体
的
政
策
は
。

②
6
次
産
業
の
創
造
と
既

存
企
業
等
へ
の
支
援
策
は
。

⑵
環
の
郷
計
画
と
各
産
業

(

農
林
水
産
業
・
商
工
業
・

観
光
業)

に
対
す
る
基
本

的
考
え
と
具
体
的
振
興
策

は
。

⑶
市
出
身
者
人
材
バ
ン
ク

と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
具

体
策
は
。

①
人
口
２
０
０
７
年
問
題

と
市
の
雇
用
対
策
に
つ
い

て
。

②
市
に
お
け
る
産
業
ク
ラ

ス
タ
ー
並
び
に
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
支
援

策
は
。

③
盆
と
正
月
の
里
帰
り
の

機
会
に「
故
郷
を
語
る
会
」

を
。答　

市
長　

「
環
の
郷
」
関
連
で
あ

り
ま
す
が
、
本
市
の
豊
か

な
自
然
環
境
地
域
資
源
等

を
活
用
し
、
市
内
へ
の
誘

客
数
の
増
加
が
図
れ
る
よ

う
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
市
内
特
産
物
の

情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

に
よ
り
広
く
外
部
へ
発
信

し
、
市
場
拡
大
策
の
検
討

を
進
め
、
是
非
軌
道
に
乗

せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

「
産
業
経
済
振
興
室
」

は
横
断
的
か
つ
機
動
的
な

組
織
機
能
を
活
か
し
、
環

の
郷
計
画
の
具
体
化
の
た

め
事
業
実
施
団
体
等
と
の

連
携
の
下
で
、
企
業
誘
致

や
高
島
の
魅
力
を
発
信
し

ま
す
。

合
併
協
定
内
容
の
問
題

点
と
課
題
を
検
証
す
る

問⑴
上
水
道
・
下
水
道
料
金

の
調
整
、
統
一
は
、
予
定

通
り
22
年
度
以
降
と
な
る

の
か
（
市
民
間
で
料
金
格

差
は
不
公
平
）。

⑵
一
般
廃
棄
物
の
収
集
事

業
で
、
収
集
回
数
等
業
者

委
託
と
直
営
と
の
調
整
の

現
状
と
今
後
の
課
題
に
つ

い
て
。

答　
市
長　

　

上
下
水
道
料
金
に
つ
き

ま
し
て
は
、
平
成
18
年
度

か
ら
統
一
す
る
こ
と
と
し
、

ご
み
収
集
に
つ
き
ま
し
て

も
、
今
後
す
べ
て
を
民
間

委
託
で
行
う
方
向
で
検
討

を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

た
か
し
ま
21

山川恒雄 議員

ど
う
す
る

高
島
の

行
財
政
計
画

た
か
し
ま
21




